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当施設では、平成２７年３月末竣工を目処に生活棟の改築を進めております。計画に３年を費やし、次代の情短
施設を目指して、現場のスタッフが検討を重て参りました。その後、多方面の皆様の御協力と応援を頂き本年
(平成26年)５月には着工となりました。この度の第三者評価は、既存の環境下での生活棟の支援が対象となり
ました。改築は単に古い建物が新しくなるのではなく、そこで主人公となる子ども達と最も子ども達に近いホー
ム職員が生活の価値(意味･意義)を見いだすフィールドです。全国でも数少ない全児童に対して小規模グループ
ケアを行っている情短施設として、この度の第三者評価は、単にa・b・cの基準によって測られるのみではなく
新しい環境での子ども達との生活を築くための大きな示唆をいただきました。 特に「子ども達に最も近いス
タッフの皆さんを大切にする」と公言しておりながらも、(５)「人事管理の体制整備」の項で「c」の評価をい
ただいたことは、施設長として反省し、今後は｢職員研修」と「職員相互のサポート・ＳＶ体制」の更なる充実
と併せて、体制整備に取り組む必要を御示唆いただきました。全体に高い評価をいただいておりますが、すべて
を｢a」とすることが当施設の目標ではなく、今回の第三者評価を基に議論を重ね、改めて次代の情緒障害児短
期治療施設を子ども達、職員と共に創造する決意をする機会となりましたことに感謝いたします。

定　　　員：

◆特に評価が高い点
社会福祉法人鳥取こども学園は、キリスト教の愛の精神を基調に、1906(明治39)年に民間の児童養護施設として設立さ
れ、1994(平成6)年、児童養護施設を基盤に、情緒障害児短期治療施設「鳥取こども学園希望館」として開設され、平成
２４年度に示された運営指針により、過去の理念等について、全面見直しすることにも取り組み、現在に至っている。
・社会福祉法では、利用者個人の尊重や地域福祉の推進、さらには社会的養護の質の向上に向けた取組等、これからの社
会福祉の方向性が設定されている。基本方針は法人・施設の運営理念に基づいて当該施設の子ども等に対する施設や地
域、県とのかかわり方、あるいは施設が有する機能等を具体的に示す重要なものであり、年度毎に作成する事業計画等の
基本となっている。
・入所部門施設では小舎制、男子2ホーム・女子2ホームの計２ブロックに分かれており、各ブロック長(主任)職員が配置
されている。学園でのきまり①自分も他人も大切にすること。②人間の尊厳を培うこと。　③問題は全て話し合いで解決
すること。等をもとに職員は子ども一人ひとりと向き合っている。この他に、通所部門・児童家庭支援センターを附置し
ており、夫々が独立し、法人内の連携の上で成り立っている。館長、副館長、ブロック長とも協働型リーダーであり、子
どもの意見を尊重し、職員に信頼をおいた運営がされている。それに応えて、職員もまた、真撃に、ひたむきにそれぞれ
の専門性を活かして子どもと向き合い、他職種(医師、看護師、指導員、保育士、心理職、教員、栄養士等)の職員集団が治
療、支援等に総合的に関わっている。
◆改善が求められる点
基本的に各種規定やマニュアル等は、必要であり、法人のみでなく、各施設ごとに常備されることが望ましい。
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⑥第三者評価結果(別紙)

第三者評価結果(情緒障害児短期治療施設)

１　治療・支援

第三者
評価結果

① 子どもに対して適切な心理治療を行っている。 b

②
子どもの心身の状況や、生活状況を把握するため、手順を定めてアセスメン
トを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示している。

b

③
心理治療は、自立支援計画に基づき 子どもの課題の解決に向けた心理治療方
針を策定している。

b

④ ケース会議を必要に応じて実施している。 a

⑤
医師による治療が必要な子どもに対する適切な治療及び職員の支援を実施し
ている。

b

①
子どもと職員との間に信頼関係を構築し、常に子どもの発達段階や課題に考
慮した支援を行っている。

b

② 子どもの協調性を養い、社会的ルールを尊重する気持ちを育てている。 b

③
多くの生活体験を積む中で、子どもがその課題の自主的な解決等を通して、
子どもの健全な自己の成長や問題解決能力を形成できるように支援してい
る。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

(２)　生活の中での支援

(１)　治療

・一人ひとりの子どもに対して、職員をはじめ関係者と適切な治療・支援を行うとともに、毎週ケース会議を行
なっている。必要に応じて児童相談所等関係機関の職員も出席している。自立支援計画に基づく心理治療方針を
策定し実施している。



第三者
評価結果

①
食事をおいしく楽しく食べられるよう工夫し、栄養管理にも十分な配慮を
行っている。

b

②
子どもの生活時間にあわせた食事時間の設定を含め、子どもの発達段階に応
じて食習慣を習得するための支援を適切に行っている。

b

① 衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを提供している。 a

②
子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じて適切に自己表現できるように支援し
ている。

a

①
居室等施設全体を、生活の場として安全性や快適さに配慮したものにしてい
る。

b

②
発達段階に応じて居室等の整理整頓、掃除等の習慣が定着するよう支援して
いる。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
発達段階に応じ、身体の健康(清潔、病気、事故等)について自己管理ができる
よう支援している。

b

②
医療機関と連携して一人一人の子どもに対する心身の健康を管理するととも
に、異常がある場合は適切に対応している。

a

(５)　住生活

(３)　食生活

・食事は、集中調理しているが、各ホームにあるキッチンを使って家庭的な雰囲気を取り入れたり、味付けの工
夫等を行い、できるだけ一般家庭の雰囲気をつくり、子どもの食習慣などが身に着くよう職員は支援を行ってい
る。
・衣類等は子ども一人ひとりの成長に合わせ、子どもの選択を尊重しつつ、不適切な場合には、職員がアドバイ
スしている。
・建物の老朽化が進んでいるために、現時点での安全性・快適性には欠けるが、今年度末には新築施設が完成予
定である。２年前より子どもを中心に職員と共に安全性や快適な環境となるような新築建物の建設案を出し合
い、検討を重ねた結果、現在工事が進行中である。

(４)　衣生活

(６)　健康と安全



①
子どもの年齢・発達段階に応じて、異性を尊重し思いやりの心を育てるよ
う、性についての正しい知識を得る機会を設けている。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
子どもが暴力、不適応行動などの問題行動をとった場合に適切に対応してい
る。

a

②
施設内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう施設全体に徹底
している。

a

③
虐待を受けた子ども等、保護者からの強引な引き取りの可能性がある場合、
施設内で安全が確保されるよう努めている。

a

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

① 日常生活のあり方について、子ども自身が自分たちの問題として主体的に考
えるよう支援している。 b

② 子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など様々な生活技術が身に
つくよう支援している。 a

・看護師が積極的に子どもの健康管理等に取り組んでいる。子どもから「しんどい」と打ち明けてくれる関係性
をもち、一人の子どもがいろいろな人に甘えられるような支援を行っている。また医療に関しては、提携病院が
２箇所、耳鼻科、眼科等のかかりつけ病院があり、緊急時対応の精神科病院は５分～１０分の距離にある。
・法人全体で特別委員会をもうけ、平成２１年度より「こどもの性を考える会」を発足させ、その後職員は年３
回勉強会を実施し、子どもにただ単に性教育を促すだけでなく、年齢、生育歴、関係性等を考慮し「包括的性教
育」「純潔教育」を織り込んだ教育を進めている。性教育は、自立と共生の力を育てることを基本的な考え方と
して年齢、発達段階に応じて性についての正しい知識や関心を持てるような支援している。
・また、携帯電話による問題をできるだけ未然に防ぐため、携帯電話を所持する時点での教育も行っている。

(７)　性に関する教育

(８)　行動上の問題及び問題状況への対応

(９)　自主性、主体性を尊重した日常生活

・問題が発生した場合など、児童相談所とは常に連絡体制が整っており、小舎制である４ホーム全職員が連携を
取り対応にあたっている。これは、日頃から全職員が朝会、ケース検討会にて子どもや職員対応の状況を把握し
ているからである。
・また、入所時には、当施設のルールとして、①強いものが弱いものをいじめない。②どんなことも話し合いで
解決する、と指導している。ケース会議での「いじめ、暴力」について話し合いでは、「強いものが弱いものを
支配しない」と繰り返し確認している。
・保護者からの突然の面会の場合は個々に対応し、強引な引き取りなどでは児童相談所、警察等との連絡体制を
密に取っている。



① 学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習支援を行っている。 b

② 「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援している。 a

③
施設と学校との親密な連携のもとに子どもに対して学校教育を保障してい
る。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
子どもの状況に応じて退所後の社会生活を見据えた見立てを行い、支援して
いる。

b

② 措置変更又は受入れに当たり継続性に配慮した対応を行っている。 a

③
家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができる
よう家庭復帰後の支援を行っている。

b

④ 子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援を行っている。 b

①
施設の治療的機能である生活支援や心理的ケアなどにより、通所による支援
を行っている。

a

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

(10)　学習支援、進路支援等

・自主性、主体性等を重視し、どんなことでも話し合っている。職員が管理・強制するのではなく、子どもの意
見表明を受け、話し合いにて対処している。
・特に、経済観念の確立に向けては、子どもの発達段階に応じて、小遣いの管理や使い方等を通じて、具体的な
体験をもとに習得できるように支援している。
・施設における学習環境の整備と学習支援について、具体的に方針を定めた取り組みをしている。
・施設のこどものための分教室、分校など学校教育が用意され、個別な支援が行われている。

・それぞれの子どもが退所後にどのように暮らしていけるかを見立てて、その生活に応じた社会性が修得できる
ように支援し、就職などを目的とする場合は、社会人としての自覚や困った時に頼れる人、機関(場所等)がある
という認識が持てるような支援も行っている。
・在宅支援としての通所支援も充実している。

(11)　継続性とアフターケア

(12)通所による支援



２　家族への支援

第三者
評価結果

①
児童相談所と連携し、子どもと家族との関係調整を図ったり、家族からの相
談に応じる体制づくりを行っている。

a

②
子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的
に、かつ適切に行っている。

a

① 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組んでいる。 b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

３　自立支援計画、記録

第三者
評価結果

①
アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するための体
制を確立し、実際に機能させている。

b

②
自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価・見直しを行う
手順を施設として定め、実施している。

b

① 子ども一人一人の治療・支援の実施状況を適切に記録している。 a

②
子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制
を確立し、適切に管理を行っている。

b

③
子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取
組を行っている。

a

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

・子ども一人ひとりについて具体的な治療・支援の内容が「自立支援計画書」に記載され、医療やメンタル面で
の支援等も含まれた総合的な視点で作成され実施されている。
・子ども一人ひとりに対する治療・支援の実施状況は、施設の規定に従って統一した方法で記載され、それらの
記録は、職員の情報の共有化を図るとともに、自立支援計画の評価・見直しに生かされている。

(２)　子どもの治療・支援に関する適切な記録

(２)　家族に対する支援

・子どもと家庭との関係調整や、家族からの相談に応じる体制づくりについては、児童相談所との連携や家庭へ
の具体的なかかわり方も親子関係構築プログラム等の工夫があり実施されていて、評価できる。
・家族等との交流の乏しい子どもに対する配慮や、面会や外出等を希望しない子どもへの対応についても取り組
んでいる。
・定期的面接・カウンセリング実施など、家庭支援計画書については、今後の更なる検討を期待したい。

(１)　家族とのつながり

(１)　自立支援計画の策定



４　権利擁護

第三者
評価結果

①
子どもを尊重した治療・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の
理解を持つための取組を行っている。

a

②
社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して
理解し、日々の治療・支援において実践している。

a

③
子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状況につい
て、子どもに適切に知らせている。

a

④
子どもの行動などの制限については、子どもの安全の確保等のために、他に
取るべき方法がない場合であって子どもの最善の利益になる場合にのみ、適
切に実施している。

a

⑤
子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周
知するための取組を行っている。

b

⑥ 子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。 a

①
子どもや保護者の意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏ま
えて、治療・支援の内容の改善に向けた取組を行っている。

b

②
子ども自身が生活全般について自主的に考える活動を推進し、施設における
生活改善に向けて積極的に取り組んでいる。

b

③
施設が行う支援について事前に説明し、子どもが主体的に選択(自己決定)でき
るよう支援している。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
子どもや保護者等に対して、治療・支援の内容を正しく理解できるような工
夫を行い、情報の提供を行っている。

b

②
入所時に、施設で定めた様式に基づき治療・支援の内容や施設での約束ごと
について子どもや保護者等にわかりやすく説明している。

a

①
子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明
している。

b

・治療・支援の実施では、子どもの意向を尊重し、子どもの最善の利益を目指して積極的な取組を行っている。
・「子どもの最善の利益」を目指した治療・支援の視点が、施設における方針として明確に示され、職員の共通
理解で具体的な取組が、日常の生活実践で活用されている。

(２)　子どもの意向や主体性への配慮

(１)　子どもの尊重と最善の利益の考慮

(４)　権利についての説明

(３)　入所時の説明等



①
子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択で
きる環境を整備し、子どもに伝えるための取組を行っている。

a

②
苦情解決の仕組みを確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行うととも
に、苦情解決の仕組みを機能させている。

b

③
子ども等からの意見や苦情等に対するマニュアルを整備し、迅速に対応して
いる。

a

①
いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わない
よう徹底している。

a

②
子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期
発見に取り組んでいる。

a

③
被措置児童等虐待の届出・通知に対する対応を整備し、迅速かつ誠実に対応
している。

a

①
様々な生活体験や多くの人たちとのふれあいを通して、他者への心づかいや
他者の立場に配慮する心が育まれるよう支援している。

a

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

５　事故防止と安全対策

第三者
評価結果

①
事故、感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として
体制を整備し、機能させている。

b

② 災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行っている。 b

③
子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を
行い、子どもの安全確保のためにリスクを把握し対策を実施している。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

(６)　被措置児童等虐待対応

・施設長は、子どもや保護者等が治療・支援の内容を正しく理解するため、入所時に「入所式」を行い、理解す
ることができるよう情報提供等も行っている。
・特に、子どもの不安な気持ちを解消し、施設生活が理解できるような説明し、さらに担当者を決めて温かみの
ある雰囲気の中で、子どもに安心感を与えられるよう、適切な支援を職員が一体となって実行するように心得て
いる。

(５)　子どもが意見や苦情を述べやすい環境

(７)　他者の尊重



６　関係機関連携・地域支援

第三者
評価結果

①
施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相
談所など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職
員間で共有している。

b

②
児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確
保し、具体的な取組や事例検討を行っている。

a

①
子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを
行っている。

a

② 施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組を積極的に行っている。 a

③
ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を
整備している。

a

① 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行っている。 a

②
地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する
事業や活動を行っている。

a

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

・関係機関、団体等の連携一覧表が作成されて、随時閲覧可能となっている。特に鳥取県は、児童相談所との関
わりが優れていて、子ども等の指導・養育・治療に反映している。
・地域関係においては、積極的に参画し、地域の役職も引き受け、鳥取こども学園はここにありと存在感を与え
ている。
・子ども家庭支援センター・複合施設としての役割も果たしている。また、他機関との連携・社会資源を活用す
るリストも整備されている。
・欲を言えば、地域に社会的貢献で、歴史的な貢献度を残してほしい。地域の難しい問題は、鳥取こども学園に
相談すると解決するという存在感が望ましい。地域支援は、永遠に継続されて行くことが将来像の１つである。

(３)　地域支援

・防火管理に関しては、防火管理者が綿密な計画を立案し、法人一体となって取り組みを実施している。
・県の指示により「竜巻」対策も取り入れている。
・aＥＤについては、地域の方にも使用できると啓発し、適切な場所に常備されたい。
・感染症対策は、外部感染、内部感染について、予防策等を協議し取組みが実施されている。

(２)　地域との交流

(１)　関係機関等の連携



７　職員の資質向上

第三者
評価結果

① 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 b

②
職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され計画に
基づいて具体的な取組が行われている。

b

③
定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映
させている。

b

④
スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術
の向上を支援している。

a

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

８　施設の運営

第三者
評価結果

①
法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割が反映されてい
る。

a

②
法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針が明文化されてい
る。

a

③
運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取
組を行っている。

a

④
運営理念や基本方針を子どもや保護者等に配布するとともに、十分な理解を
促すための取組を行っている。

b

(１)　運営理念、基本方針の確立と周知

・研修計画のもとに研修を行い、外部研修にも積極的に参加している。研修内容については、全職員が共有して
いる。法人内で基礎(新規採用対象)・中堅職員・ケースワーカー等への研修を計画的に実施している。そのほ
か、定期的に相互スーパーバイズの機会を持ち、研鑽を積んでいる。
・ただ、職員一人ひとりの取り組みについては、不十分な点として問題意識をもっている。
・人事考課の問題は施設向けテキスト等がなく、全国的に今後の課題として検討が必要であると判断したい。



①
施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画が策定されて
いる。

b

② 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容を反映して策定されている。 b

③
事業計画を、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の把握や
評価・見直しが組織的に行われている。

b

④
事業計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行って
いる。

b

⑤
事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を
行っている。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちさ
れた信念と組織内での信頼をもとにリーダーシップを発揮している。

a

②
施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全
体をリードしている。

b

③
施設長は、治療・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な
指導力を発揮している。

a

④
施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮し
ている。

a

① 施設運営をとりまく環境を的確に把握するための取組を行っている。 a

②
運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行ってい
る。

a

③
外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善が
実施されている。

b

(４)　経営状況の把握

・本評価基準では、社会的養護の更なる充実、課題の解決等のほか、地域ニーズに基づいた新たな社会的養護の
養育・支援の実施といったことも含めた将来像や目標を明確にし、組織体制、人材育成等に関する具体的な計画
を評価した。
・当評価機関では、社会的養護施設関係における　モデル的中長期ビジョン計画「案」を、独自にイメージして
いるので、その結果(b)と評価した。

(２)　中・長期的なビジョンと計画の策定

(３)　施設長の責任とリーダーシップ



(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
施設が目標とする治療・支援の質を確保するため、必要な人材や人員体制に
関する具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管理が実施され
ている。

b

② 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課が行われている。 c

③
職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善に取り組む仕組
みが構築されている。

c

④
職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的
に行っている。

b

①
実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、
効果的なプログラムを用意する等積極的な取組をしている。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

第三者
評価結果

①
治療・支援について標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持っ
て行っている。

b

②
標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施
できるよう仕組みを定め、検証・見直しを行っている。

b

・法令等の遵守については、憲法、法律、政令、府、省令、通達、局長通知、課長通知等々と多数存在し、各県
の「条例等の遵守事項」もあり、多岐に亘るので、(b)評価とした。
・法人として、施設での必要な「法令」等の整理(リスト化等)をしての取組が必要であると感じている。
・施設長は、実質的に管理・運営する責任者を指し,組織全体をリードする立場として、今後とも職員に対して
自らの役割と責任を明らかにし、治療、支援の質を確保するため頑張っていただきたい。
・質の高い養育や支援の実施や、効率的な運営は、施設長だけの力で実現できるものではなく、組織内での信頼
のもとにリーダーシップを発揮することが施設長の要件であり、子どもたちへの支援の良否を決定するほどの重
責を担っているとの自信と自覚が窺えた。
・外部監査については、(a)評価をできるのは、監査法人と考えるが、監査法人には、「福祉業の執行関係が読
める人材」がいて、(a)評価ができる体制と考えるので、(b)評価とした。

(７)　標準的な実施方法の確立

(５)　人事管理の体制整備

・本評価基準では、基本方針や各計画を実現するために必要な人材や人員体制について、単に「質の高い人材の
確保」という抽象的な表現にとどまることなく、組織の基本方針や各計画に沿って、治療・支援の内容を充実さ
せるため、組織として、職員が常に仕事に対して意欲的に臨めるような環境を整え、取り組んでいるかで評価し
た。
・実習生の受入、育成については、施設・法人が一体となり、総括的に指導している。

(６)　実習生の受入れ



①
施設運営や治療・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に
評価を行う体制を整備し、機能させている。

b

②
評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改
善実施計画を立て実施している。

b

(特に評価が高い点、改善が求められる点)

・養育・支援においては、個々の子どもの状況に応じた養育・支援を行う必要がある。安全性を含めて一定の水
準以上の養育・支援の提供を担保するためには、施設として実施しなければならない事項をもとめ、標準的な実
施方法を定める事が必要である。
・標準的な実施方法について、定期的に現況を検証し、必要な見直しを組織的におこなうための仕組みが定めら
れている。
・評価と改善の取組については、施設運営や養育・支援の質の向上について、標準的な実施方法を、「計画設
定」→「実行」→「評価」→「見直し」のサイクルを継続して実施することによって、恒常的な取組として機能
するので、実施した自己評価、第三者評価などの結果を組織がどのように活用しているか、改善策や改善実施計
画を検討決定し、決定された改善策・改善実施計画を実行しているかどうかを今後、文書化し、全国の牽引車的
役割も期待したい。

(８)　評価と改善の取組


